
3月～4月は入学・就職そして転勤などで引越しをする
方も多いと思います。今月は、異動に関する手続きに
ついてお知らせいたします。�
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転
入
や
転
出
な
ど
に
よ
っ
て
住

所
が
変
わ
っ
た
場
合
に
は
、
役
場

へ
住
所
異
動
の
届
出
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。�

　
正
し
い
住
所
を
届
け
て
い
な
い

と
国
民
年
金
や
国
民
健
康
保
険
、

医
療
費
の
助
成
や
児
童
手
当
の
給

付
が
受
け
ら
れ
な
い
な
ど
の
影
響

が
出
て
き
ま
す
。
異
動
が
あ
っ
た

場
合
は
必
ず
期
限
内
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。
各
届
出
の
期
限
は
、

表
１
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。�

�

◇
本
人
確
認
に
ご
協
力
く
だ
さ
い�

　
住
民
異
動
や
戸
籍
の
届
出
の
際
、

本
人
確
認
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
、
顔
写

真
付
の
身
分
証
明
書
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。�

�

◇
代
理
人
届
出
の
場
合
は
委
任
状

が
必
要
で
す�

　
届
出
は
、
異
動
者
本
人
ま
た
は

同
じ
世
帯
の
方
が
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
他
の
方
が
代
理
人
と
し

て
届
け
る
場
合
は
、
異
動
者
本
人

が
書
い
た
委
任
状
が
必
要
で
す
。�

�

住
所
の
異
動
届
が
必
要
で
す�

　
印
鑑
登
録
の
手
続
き
は
、
登
録

す
る
本
人
が
申
請
す
る
の
が
原
則

で
す
。
ど
う
し
て
も
代
理
人
に
依

頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は

本
人
が
書
い
た
代
理
人
選
任
届
が

必
要
で
す
。�

　
な
お
、
代
理
人
申
請
の
場
合
、

そ
の
場
で
登
録
証
（
カ
ー
ド
）
及

び
印
鑑
証
明
書
の
交
付
は
出
来
ま

せ
ん
。
登
録
意
思
を
確
認
す
る
た

め
の
照
会
書
を
本
人
宛
に
郵
送
し
、

本
人
が
署
名
・
押
印
し
た
回
答
書

を
本
人
ま
た
は
代
理
人
が
お
持
ち

に
な
っ
た
と
き
に
交
付
し
ま
す
の

で
、
日
数
が
か
か
り
ま
す
。�

印
鑑
登
録
は
本
人
が
申
請
を�

　
こ
れ
か
ら
の
時
期
、
特
に
週
始

め
や
金
曜
日
は
窓
口
が
混
み
合
う

場
合
が
あ
り
ま
す
。
転
入
と
同
時

に
婚
姻
な
ど
の
戸
籍
届
出
や
印
鑑

登
録
・
保
険
証
交
付
な
ど
を
受
け

ら
れ
る
方
は
、
手
続
き
に
多
少
お

時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
余
裕

を
も
っ
て
お
い
で
く
だ
さ
い
。�

　
町
税
務
町
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届
出
は
時
間
の
余
裕
を
持
っ
て�

表2  国保の届出一覧� 表1  住民異動届一覧�
こんなとき�

国
保
に
加
入
す
る
と
き�

国
保
を
や
め
る
と
き�

そ
の
他
の
異
動�

持参するもの�
どんなときに�
（届出事由）�

い　つ�
（届出期間）�

だれが�
（届出人）�

届出に必要なもの�
（添付書類など）�

届
出
事
項�

転
入
届�

転
出
届�

転
居
届�

他の市区町村から転入してきたとき�

職場の健康保険をやめたとき�

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき�

子どもが生まれたとき�

生活保護を受けなくなったとき�

外国籍の人が加入するとき�

他の市区町村に転出するとき�

職場の健康保険に加入したとき�

職場の健康保険の被扶養者になったとき�

国保の被保険者が死亡したとき�

生活保護を受けるようになったとき�

外国籍の人がやめるとき�

退職者医療制度の対象となったとき�

同じ市区町村で住所が変わったとき�

世帯主や氏名が変わったとき�

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき�

修学のため、別に住所を定めるとき�

保険証をなくしたとき�
（あるいは汚れて使えなくなったとき）�

他の市区町村の転出証明書、印鑑�

健康保険をやめた証明書、印鑑�

被扶養者でない理由の証明書、印鑑�

親の保険証、母子健康手帳、通帳、印鑑�

印鑑�

外国人登録証明書�

保険証、印鑑�

国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑
�

�

死亡を証明するもの、保険証、通帳、印鑑�

保険証、印鑑�

保険証、外国人登録証明書�

保険証、年金証書、印鑑�

�

保険証、印鑑�

�

保険証、在学証明書、印鑑�

身分を証明するもの、印鑑�

�

町外から鏡石

町に住所を移

したとき�

�

�

住み始めた日

から１４日以内�

�

本人、同じ世

帯の方または

代理人（※）�

�

鏡石町から町

外に住所を移

すとき�

�

新住所に移る

前に�

本人、同じ世

帯の方または

代理人（※）�

�

鏡石町内で

住所が変わっ

たとき�

�

住み始めた日

から１４日以内�

�

本人、同じ世

帯の方または

代理人（※）�

�

※代理人の場合は委任状が必要です。�

　
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
、

脱
退
し
た
場
合
は
、
役
場
へ

の
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。�

　
加
入
や
脱
退
の
届
出
が
遅

れ
る
と
、
保
険
税
を
遡
っ
て

何
年
分
も
納
め
る
こ
と
に
な

っ
た
り
、
国
保
で
使
っ
た
医

療
費
を
後
で
返
す
こ
と
に
な

っ
た
り
し
ま
す
の
で
注
意
し

ま
し
ょ
う
。�

　
な
お
、
国
保
に
加
入
す
る

場
合
は
会
社
を
退
職
し
た
証

明
書
を
、
国
保
を
脱
退
す
る

と
き
は
職
場
の
健
康
保
険
証

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。�

●就職・退職したら国保の手続きを�

住所の異動には住民異動届の手続きを�

引
っ
越
し
で
、
水
道
を
止
め

た
り
、
新
た
に
使
っ
た
り
す

る
場
合
は
、
３
日
前
ま
で
に

上
下
水
道
課
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
水
道
は
、
引
っ
越
し

当
日
ま
で
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。�

　
ま
た
、
家
を
新
築
や
改
築

す
る
た
め
に
水
道
の
使
用
を

一
時
中
止
す
る
場
合
や
、
旅

行
な
ど
で
長
期
間
留
守
に
す

る
た
め
に
水
道
を
ご
使
用
に

な
ら
な
い
場
合
も
連
絡
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。�

町
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●水道の連絡も忘れずに�

　
児
童
扶
養
手
当
、
ひ
と
り

親
家
庭
医
療
費
助
成
を
受
け

て
い
る
方
が
転
居
や
転
出
な

ど
の
住
所
変
更
を
し
た
と
き

に
は
、
変
更
後
14
日
以
内
に
、

受
給
者
証
を
持
っ
て
町
健
康

福
祉
課
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。�

　
ま
た
、
転
出
さ
れ
る
方
で

引
き
続
き
受
給
さ
れ
る
方
は
、

本
町
で
発
行
す
る
所
得
証
明

書
を
持
っ
て
転
入
先
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。�

　
な
お
、
手
続
き
が
遅
れ
た

方
は
、
手
当
の
返
還
を
求
め

ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。�

●児童扶養手当などを受けている方は�
　
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
が
、
他
の
市
町
村
に
住

所
を
移
す
と
本
町
で
の
受
給

資
格
は
な
く
な
り
ま
す
。�

　
受
給
者
の
方
は
、
本
町
か

ら
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

の
交
付
を
受
け
、
転
出
し
た

日
か
ら
15
日
以
内
に
転
入
さ

れ
た
市
町
村
で
新
た
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。�

　
町
健
康
福
祉
課�

　
　
　
　
　
62
―
２
１
１
５�

●児童手当を受けている方は�

　他の市区町村への転出、鏡石町内での転
居など住所が変わるときには、住民異動届（左
の写真参照）の手続きが必要となります。
住民異動届の用紙は、窓口に備え付けてあ
りますので、窓口の職員に声をかけてくだ
さい。�

住民基本台帳の閲覧状況をお知らせします�
　住民基本台帳法の一部改正（個人情報に対する意識の高まりに的確に対応するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧
の制度を見直し、閲覧のできる場合を限定。偽りその他不正の手段による罰則の強化）により、毎年１回、閲覧の状況（閲
覧者の氏名、利用目的、閲覧年月日、閲覧範囲等）を公表することが規定されました。�
　これに基づき、平成18年11月～平成20年２月までの閲覧状況を下記のとおり公表します。�

◎問い合わせ先　税務町民課　　62―2112


